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モスクワの地域間会議では、エジプト、マレーシア、ヨルダン、マリ、チャド、インドネシア、アル

バニア、イラン、南アフリカ、バングラデシュ、オーストラリア、オランダ、イタリア、インド、グレ

ートブリテン、ネパール、スロベニア、中国、カナダ、米国、カメルーン、ドイツ、ハンガリー、エス

トニア、ポーランド、ガーナ、フランス、エチオピア、ナイジェリア、スイス、パキスタン、日本、ス

ペイン、トルコ、韓国、ブルガリア、タイ、ブルキナファソ、スリランカ、ポルトガル、パレスチナ、

セネガル、フィンランド、マケドニア、トルクメニスタン、ロシア、キルギスタン、ウズベキスタン、

ウクライナ、タジキスタン、カザフスタンの各代表が参加した。 
 
ここ数年、食料生産の低下が世界的に見られる。ＩＣＩＤのタスクフォース「世界の食料安全保障」

は、善後策をとらなければ食料安全保障に悪影響を与えうるとの所感を述べている。有効性は別として、

世界の一部分における貧しい人々のための公正な基盤をもとにした食料の安価な提供や分配は、食料安

全保障に影響する重要な側面を構成する懸案であった。拡大された農業生産が必要条件を全面的に満た

す必要があることが認識されている一方で、環境持続性を十分に保証する全てのそのような手段もまた

統合されなければならない。多くの場合においては、効果的な手段や権利を付与するような法律が必要

である。農村景観の開発および維持のために『科学的で技術的な知識の基盤』を確立することは、技術

の進歩とともに必要なものである。社会経済学的側面は、水と食料の安全保障のために設定された目標

を達成するために行動戦略を発展させる際に重要である。2004 年の IEC（モスクワ）および食料生産
と水に関する地域間会議の間に開催される ICIDのイベントにおいて、以下のように、戦略的タスクを
構成するいくつかの要素が確認された： 

 
・ 農業生産向上のための技術に対応する事業の実現のための法律の必要性 
・ 農地の生産性と持続性に基づく、かんがい農地の肥沃さの総合的な評価のためのシステムの導入 
・ 多様な水消費シナリオのモデル化やかんがい用水節減の可能性の評価のモデリング、開発された

土地のモニタリングの全体的な導入 
・ 環境に関する要件を考慮に入れた農業の必要性を満たすための、農業における水管理の改善手法

や最適な水資源管理の評価についての教育に関する、農民と専門家の職能訓練システムの精緻化 
・ 州や私的な融資機関両方からの、かんがい排水事業および水管理への融資 



モスクワの地域間会議は、以下の事項を推奨します： 
 
・ 財政援助、課税、保険等のために権利を付与するような法律の制定や、かんがい排水の持続的発

展に関する制度上の構造を解析するために必要なことがある。国際的組織による公的及び私的な

投資を引き出すために必要な文書もまた提示される。 
・ ICID 総会および会議、ワークショップで採用された過去の全ての宣言の解析がなされ、結果は

2005年の北京会議で発表される。 
・ 世界の多様な国々におけるかんがい排水の状況と食料安全保障のためのかんがい排水の役割と必

要性の解析的レビューが準備され、2006年に出版される。 
・ 高度に発展した市場経済を有する先進国の経験を学ぶ目的の、発展途上国の専門家と科学者のた

めの国際的なコースをつくるという可能性が検討される。 




